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財

務

省
、
厚
生
労
働
省
、

○
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
令
第
一
号

国
土
交
通
省
、
環

境

省

食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
食
品
関
連
事
業
者
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
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七
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三
十
一
日
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国
土
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臣

太
田

昭
宏

環
境
大
臣

望
月

義
夫

食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
食
品
関
連
事
業
者
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
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食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
食
品
関
連
事
業
者
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令
（
平

財

務

省
、
厚
生
労
働
省
、

成
十
三
年
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

国
土
交
通
省
、
環

境

省

第
一
条
第
二
項
第
二
号
中
「
、
可
能
な
限
り
飼
料
」
を
「
可
能
な
限
り
飼
料
の
原
材
料
と
し
て
利
用
し
、
飼
料
の
原
材
料
と

し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
て
肥
料
の
原
材
料
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
は
可
能
な

限
り
肥
料
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
三
項
中
「
こ
れ
」
を
「
愛
が
ん
動
物
用
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
三
号

）
並
び
に
こ
れ
ら
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


